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１  計画の目的と背景 

本計画は、「共に生き、しあわせを感じる社会をめざして」を基本理念に掲げ、障がいのあ

る人もない人も、お互いに、障がいの有無にかかわらず、地域で「共に」生き、「共に」しあ

わせを感じることのできる社会を目指し、障がい福祉施策を総合的に推進していくことを目

的にしています。 

国では、地域共生社会の実現に向けた取組を推進しており、地域住民の複雑化・複合化し

た支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備することが市町村の努力義務となっていま

す。令和３年度からは、「重層的支援体制整備事業」が創設され、高齢、障がい、子ども、生

活困窮の制度ごとに分かれている相談支援などの関連事業について、財政支援を一体的に実

施していくこととされています。 

本計画は、これらの動向等を踏まえ、より時代とニーズに即した障がい福祉施策を推進す

るために策定したものです。 

２  計画の法的位置付け 

本計画は障害者基本法に基づく市町村障がい者計画と、障害者総合支援法に基づく市町村

障がい福祉計画及び児童福祉法に基づく市町村障がい児福祉計画として位置付けられていま

す。 

本市では、障害者基本法に基づく障がい者計画と障害者総合支援法に基づく障がい福祉計

画を一体的に策定し推進してきました。また、前計画より障がい児福祉計画については、そ

の内容について障がい福祉計画と関連性が高いことから、併せて策定しています。 

また、本市では、成年後見制度利用促進基本計画を関係する福祉関連計画と一体的に策

定するものとし、各計画の成年後見制度に関する該当部分が成年後見制度利用促進基本計

画を兼ねるものとしています。本計画の該当か所については、本市の成年後見利用促進基

本計画の障がい福祉分野を兼ねるものとします。 
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３  計画の位置付け 

本計画は、「日高市総合計画」と福祉分野の包括的な計画となる「日高市地域福祉計画」を

上位計画とした、障がい福祉施策に関する分野別計画です。 

４  計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までを計画期間とします。 
平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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第５次日高市総合計画 
（平成 23年度～令和２年度） 

第 6次日高市総合計画 
（令和３年度～令和 1２年度） 

第３次日高市地域福祉計画・日高市地域福祉活動計画 
（令和元年度～令和５年度） 

第６期日高市障がい者計画・障がい福祉計画 
第２期日高市障がい児福祉計画 
（令和３年度～令和５年度） 

第５期日高市障がい者計画・障がい福祉計画 
第１期日高市障がい児福祉計画 
（平成 30年度～令和２年度） 

次期計画

日高市第２期子ども・子育て支援事業計画・日高市次世代育成支援行動計画-第 2期後期計画- 
（令和２年度～令和６年度） 

日高市子ども・子育て支援事業計画
日高市次世代育成支援行動計画-第 2期 
前期計画-（平成27年度～令和元年度）

第 8期日高市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
（令和３年度～令和５年度） 

次期計画

次期計画
第７期日高市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

（平成 30年度～令和２年度） 



4 

５  障がい者手帳所持者の状況 

身体障がい者手帳所持者数 

 

 

療育手帳所持者数 

 

 

精神障がい者保健福祉手帳所持者数 
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身体障がい者手帳所持者数は平成 28年度ま

で増加傾向が続いていましたが、平成 29年

度から減少傾向にあり、令和元年度は 1,730

人となっています。 

年齢別にみると、65 歳以上が 7 割以上を占

めています。令和元年度では 65 歳以上が

72.3％、次いで 18～64歳が 25.4％、18歳

未満が 2.3％となっています。 

療育手帳所持者数は、平成 30年度にやや減

少したものの、増加傾向が続いており令和元

年度は 421 人と平成 26 年度の 354 人から

67人の増加となっています。 

年齢別にみると、18~64 歳が約 7 割となっ

ています。令和元年度では 18～64 歳が

69.8％、次いで 18歳未満が 24.5％、65歳

以上が 5.7％となっています。 

精神障がい者保健福祉手帳所持者数は、増加

傾向が続いており、令和元年度は 461 人と

平成 26 年度の 329 人から 132 人の増加と

なっています。 

年齢別にみると、18～64 歳が８割以上を占

めています。令和元年度では 18～64 歳が

87.4％、次いで 65歳以上が 11.7％、18歳

未満が 0.9％となっています。 



5 

障がい者計画 

１  基本理念と施策体系（基本目標・基本施策） 

基本理念 

「共に生き、しあわせを感じる社会を目指して」 
市では、障がい者基本法に基づき、障がいのある人もない人も、お互いに、障がいの有無

にかかわらず、地域で「共に」生き、「共に」しあわせを感じることのできる社会を目指し、

第３期日高市障がい者計画（平成 24年３月策定）から掲げている「共に生き、しあわせを

感じる社会を目指して」を引き続き基本理念として、本計画を推進していきます。 

基本目標１ 障がいへの理解と差別の解消 

(1) 啓発活動の実施

(2) 差別解消の推進

(3) 権利擁護の推進

基本目標２ 安心して暮らすことができる生活環境の実現 

(4) 生活する場の確保

(5) バリアフリーの推進

(6) 情報アクセシビリティの向上

(7) 防災・防犯体制の充実

基本目標３ 障がい者（児）の生活を地域で支えるシステムの実現 

(8) 福祉サービスの充実

(9) 障がい児に対する支援の充実

(10) 保健・医療サービスの充実

(11) 相談体制の充実と地域生活に
向けた支援

基本目標４ 社会参加の促進と支援の充実 

(12) 就学への支援

(13) 雇用・就業、経済的自立の支援

(14) 社会活動・余暇活動参加の促進
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障がいへの理解と差別の解消 

「障がい＝バリア」は、社会（モノ、環境、人的環境等）と心身機能の障がいがあいまって

作り出されているものです。これらの社会的障壁を取り除くため、差別を行わず、多様な人々

とのコミュニケーションをする力を磨き、行動をすることが「心のバリアフリー」の目指す

共生社会に求められています。 

(1) 啓発活動の実施
■ 広報誌やホームページ等での啓発・広報活動
■ 障がい者週間・発達障がい者啓発週間における啓発・
広報活動

■ 障がい者による啓発の支援

■ 精神保健に関する知識の普及・啓発
■ 地域における交流機会の拡大
■ 地域と施設の交流活動事業の促進
■ ボランティア活動の推進

(2) 差別解消の推進
■ 市民への周知
■ 事業所等への周知

■ 差別解消のための相談体制の整備

(3) 権利擁護の推進
■ 障がい者虐待防止の強化
■ 権利擁護事業の活用促進

■ 法人後見や市民後見人の養成

安心して暮らすことができる生活環境の実現 

誰もが役割を持って、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域

共生社会の実現に向け、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制

度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保が求められています。 

(4) 生活する場の確保
■ 住宅のバリアフリー改修等の促進
■ グループホームの整備の促進

■ 民間賃貸住宅への入居支援

(5) バリアフリーの推進
■ 道路環境の整備
■ 公共建築物におけるバリアフリーの推進
■ 障がい者用駐車場の環境整備

■ 誰もが使いやすい公共交通機関の整備
■ 公園施設の整備
■ 地域福祉推進組織の整備

(6) 情報アクセシビリティの向上
■ 手話奉仕員の養成及び手話通訳者の派遣
■ 広報誌や市ホームページのバリアフリー化の推進

■ 障がい者（児）に配慮した情報提供

(7) 防災・防犯体制の充実
■ 避難行動要支援者支援制度の推進
■ 災害発生時の避難誘導体制の推進
■ 地域の防災活動への支援

■ 福祉避難所の設置及び充実
■ 緊急通報システム利用の支援
■ 救急医療情報キットの普及

基本目標１ 

基本目標２ 
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障がい者（児）の生活を地域で支えるシステムの実現 

中長期的視点に立ち、障がい者が地域での暮らしを継続することができるよう、地域の社会

資源を最大限に活用し、障がい者（児）の生活を地域全体で支えるシステムの実現が求めら

れています。 

(8) 福祉サービスの充実
■ 障がい福祉サービスの質の向上等 ■ 障がい福祉を支える人材の育成・確保

(9) 障がい児への支援の充実
■ 乳幼児期から一貫した相談体制の構築
■ 心身障がい児保育の充実

■ 成長を共に見守る場の充実
■ 発達障がい児の家族支援の充実

(10) 保健・医療サービスの充実
■ 健康診査・健康教育・健康相談の充実
■ 乳幼児健康診査の充実
■ 重度心身障がい者医療費助成制度の安定的・継続的な
実施

■ 医療機関との連携
■ 自殺対策の推進
■ 依存症対策の推進

(11) 相談支援体制の充実と地域生活に向けた支援
■ 社会復帰対策の促進
■ 相談支援体制の充実

■ 精神保健医療に関する相談支援体制の整備

社会参加の促進と支援の充実 

障がい者（児）の地域における社会参加を促進するため、障がい者（児）の多様なニーズを

踏まえ、教育・就労・文化芸術活動・スポーツ活動等の支援を推進していく必要があります。 

(12) 就学への支援
■ 個別支援を必要とする児童・生徒への教育内容の充実
■ 特別支援学級の整備充実
■ 通常の学級在籍児童・生徒への支援の充実
■ 指導教員の専門性の充実
■ 放課後児童健全育成の充実

■ 特別支援学校との交流
■ 心身障がい児通学奨励費補助の充実
■ 学習情報の提供
■ 学習支援体制の整備・充実

(13) 雇用・就業、経済的自立の支援
■ 事業主、社会一般の理解と協力の促進
■ 適職の開発促進
■ 市職員の採用
■ 授産製品の販路拡大

■ 行政機関による調達等の推進
■ 障がい者就労支援センターの活用促進
■ 生活安定のための経済的支援

(14) 社会活動・余暇活動参加の促進
■ 作品展等の開催の支援
■ 視覚障がい者が利用しやすい図書館サービスの充実
■ 「布の絵本」事業の推進
■ 移動の支援

■ 福祉スポーツ大会の開催及び障がい者スポー
ツ大会への参加の支援

■ 障がいの有無にかかわらず楽しむことができ
るスポーツの普及

基本目標３ 

基本目標４ 
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障がい福祉計画・障がい児福祉計画 
１  令和 5年度の成果目標 

国の基本指針に基づき、令和５年度を目標年度とする必要な障がい福祉サービス等及び障が

い児通所支援等の提供体制の確保に係る目標を設定します。 

項目 目標 

①施設入所者の地域生活への移行

地域生活移行者数 3人 

②地域生活支援拠点等が有する機能の充実

「面的整備型」の整備を図り、年１回以上運用状況を検証する 

③福祉施設からの一般就労への移行等

一般就労移行者数 18人 

就労移行支援事業を通じた一般就労移行者数 15人 

就労継続支援Ａ型事業を通じた一般就労移行者数 1人 

就労継続支援Ｂ型事業を通じた一般就労移行者数 2人 

就労移行支援事業等を通じた一般就労移行者の就労定着支援事業
の利用者数 

13人 

就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所数 ２か所 

④障がい児支援の提供体制の整備等

児童発達支援センターの設置 １か所 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 現状維持（体制有） 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 １か所 

重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 １か所 

医療的ケア児のための関係機関の協議の場の設置 設置 

医療的ケア児のためのコーディネーターの配置 １人 

⑤相談支援体制の充実・強化等

基幹相談支援センターが中心となり、体制を確保する 

⑥障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

県と連携し、体制を構築する 
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２  障がい福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量 

障がい者計画の理念と内容に沿って、障害者総合支援法に基づく「障がい福祉サービス（訪

問系サービス、日中活動系サービス、居住・施設系サービス）」、「相談支援」、「地域生活支援

事業」、児童福祉法に基づく「障がい児通所支援」並びに「障がい児相談支援」の種類ごとの

見込量について定めます。また、子ども・子育て支援法等に基づく子育て支援施策の種類ご

との見込量について定めます。 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

(1) 訪問系サービス

訪問系 
サービス※

1,335時間 1,358時間 1,380時間 

61 人 62 人 63 人 

(2) 日中活動系サービス（介護給付）

生活介護 
2,060人日分 2,075 人日分 2,095 人日分 

99 人 100 人 101 人 

療養介護 6 人 6 人 6 人

短期入所 
46 人日分 46 人日分 46 人日分 

11 人 11 人 11 人 

(3) 日中活動系サービス（訓練等給付）

自立訓練 
（機能訓練） 

16 人日分 16 人日分 16 人日分 

1 人 1 人 1 人

自立訓練 
（生活訓練） 

130 人日分 142 人日分 155 人日分 

10 人 11 人 12 人 

宿泊型 
自立訓練 

56 人日分 84 人日分 112 人日分 

2 人 3 人 4 人

就労移行支援 
504 人日分 524 人日分 544 人日分 

25 人 26 人 27 人 

就労継続支援
Ａ型 

176 人日分 194 人日分 212 人日分 

10 人 11 人 12 人 

就労継続支援
Ｂ型 

2,165人日分 2,203 人日分 2,240 人日分 

115 人 117 人 119 人 

就労定着支援 8 人 11 人 15 人 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

(4) 居住・施設系サービス
自立生活援助 0 人 0 人 0 人

共同生活援助 77 人 79 人 81 人 

施設入所支援 46 人 46 人 46 人 

(5) 地域生活支援拠点等
設置か所 1 か所 1 か所 1 か所

検証･検討回数 1 回 1 回 1 回

(6) 相談支援

計画相談支援 102 人 105 人 108 人 

地域移行支援 0 人 0 人 0 人

地域定着支援 0 人 0 人 0 人

※ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、
行動援護、重度障がい者包括支援
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項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

(1) 障がい児通所系サービス

児童発達支援 
106 人日分 112 人日分 119 人日分 

16 人 17 人 18 人 

医療型 
児童発達支援 

0 人日分 0 人日分 0 人日分

0 人 0 人 0 人

放課後等 
デイサービス 

984 人日分 1,003 人日分 1,017 人日分 

102 人 104 人 106 人 

(2) 障がい児訪問系サービス

保育所等 
訪問支援 

1 人日分 1 人日分 1 人日分

1 人 1 人 1 人

居宅訪問型 
児童発達支援 

0 人日分 0 人日分 0 人日分

0 人 0 人 0 人

(3) 相談支援等

障がい児相談支援 16 人 18 人 20 人 

医療的ケア児等
コーディネーター

0 人 0 人 1 人

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障がい児への子ども・子育て支援等の提供 

保育所 50 人 50 人 50 人 

認定こども園 20 人 20 人 20 人 

放課後児童 
健全育成事業 

50 人 50 人 50 人 

幼稚園 50 人 50 人 50 人 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

発達障がい者（児）および家族等支援 

ペアレントトレ
ーニング、ペアレ
ントプログラム 

1 人 1 人 1 人

ペアレント 
メンター

0 人 1 人 1 人

ピアサポート 1 人 2 人 3 人

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

精神障がいにも対応した 
地域包括ケアシステムの構築 

精神障がい者の
地域移行支援 

1 人 1 人 1 人

精神障がい者の
地域定着支援 

1 人 1 人 1 人

精神障がい者の
共同生活援助 

16 人 18 人 20 人 

精神障がい者の
自立生活援助 

1 人 1 人 1 人

保健、医療及び福祉関係者による協議の場 

開催回数 2 回 2 回 2 回

参加者数 13 人 13 人 13 人 

目標設定及び
評価の実施 

1 回 1 回 1 回

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談支援体制の充実・強化のための取組 

総合的・専門
的な相談支援 

有 有 有

地域の相談支援体制の強化 

専門的な指導 
・助言

30 件 25 件 20 件 

人材育成の支援 3 件 3 件 3 件

連携強化の 
取組み 

1 回 1 回 1 回

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障がい福祉サービスの質を向上させるための取組 

障がい福祉サ
ービス等に係る
各種研修 

2 人 2 人 2 人

障がい者自立支
援審査支払等
システムによる審
査結果の共有 

12 回 12 回 12 回 
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３  地域生活支援事業の種類ごとの必要な見込量 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

(1) 必須事業

理解促進研
修・啓発 

無 無 無

自発的活動支援 無 無 無

相談支援 
障がい者相談
支援 

3 か所 3 か所 3 か所

基幹相談支援セ
ンター等機能強化 

実施 実施 実施

住宅入居等支援 無 実施 実施

成年後見制度
利用支援 

3 件 3 件 3 件

成年後見制度
法人後見支援 

無 無 無

意思疎通支援
事業 

180 件 190 件 200 件 

日常生活用具給付等 

介護・訓練支
援用具 

11 件 11 件 11 件 

自立生活支援
用具 

11 件 11 件 11 件 

在宅療養等 
支援用具 

6 件 6 件 6 件

情報・意思 
疎通支援用具 

11 件 11 件 11 件 

排泄管理支援
用具 

1,500 件 1,545 件 1,590 件 

居宅生活動作
補助用具 

6 件 6 件 6 件

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話奉仕員 
養成研修 

0 人 10 人 10 人 

移動支援 
55 人 56 人 57 人

3,300 時間 3,360 時間 3,420 時間 
地域活動支援セ
ンター機能強化

4 か所 4 か所 4 か所

33 人 33 人 33 人 

(2) 任意事業

訪問入浴サー
ビス 

310 回 330 回 350 回 

日中一時支援 3,000 回 3,000 回 3,000 回 

自動車運転免許
取得・改造助成 

3 件 3 件 3 件

更生訓練費給付 0 件 0 件 0 件



【障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の全体像】

障がい者 
障がい児 

介護給付 

・居宅介護
・同行援護
・療養介護
・短期入所
・重度障がい者等包括支援

・重度訪問介護
・行動援護
・生活介護
・施設入所支援

訓練等給付 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）
・就労移行支援
・就労継続支援（A型・B型）
・就労定着支援
・自立生活援助 ・共同生活援助

相談支援 

・計画相談支援
・障がい児相談支援
・地域移行支援 ・地域定着支援

自立支援医療 

・更生医療

・育成医療

補装具 

地域生活支援事業 

障がい児通所支援 
・児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・放課後等デイサービス

・理解促進研修・啓発
・成年後見制度利用支援
・成年後見制度法人後見支援
・手話奉仕員養成研修
・日常生活用具給付等
・地域活動支援センター機能強化

・訪問入浴サービス ・日中一時支援
・自動車運転免許取得・改造助成
・更生訓練費給付 等 

地域生活支援事業 

・専門性の高い支援
・広域的な支援
・人材育成  等 

自立支援医療 

・精神通院医療

障がい児入所支援 

・自発的活動支援
・相談支援
・意思疎通支援
・移動支援

【必須事業】

【任意事業】

自
立
支
援
給
付

・医療型児童発達支援
・保育所等訪問支援

埼玉県 

日高市 

第 6期 日高市障がい者計画・障がい福祉計画 第２期 日高市障がい児福祉計画 
【概要版】 
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